
 

 

第
五
十
一
条 

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
利
用
者
等
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 
 

正 
 
 

後 

改 
 
 

正 
 
 

前 

一
～
四 

（
略
） 

一
～
四 

（
略
） 

五 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
訪
問
看
護
費
の
注
６
の
厚

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準 

（
略
） 

五 

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
訪
問
看
護
費
の
注
４
の
厚

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準 

（
略
） 

六 

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
訪
問
看
護
費
の
注
７
の
厚

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
状
態 

イ 

診
療
報
酬
の
算
定
方
法
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
十
九
号

）
別
表
第
一
医
科
診
療
報
酬
点
数
表
（
以
下
「
医
科
診
療
報
酬
点
数
表
」

と
い
う
。
）
に
掲
げ
る
在
宅
麻
薬
等
注
射
指
導
管
理
、
在
宅
腫
瘍
化
学
療

法
注
射
指
導
管
理
、
在
宅
強
心
剤
持
続
投
与
指
導
管
理
若
し
く
は
在
宅
気

管
切
開
患
者
指
導
管
理
を
受
け
て
い
る
状
態
又
は
気
管
カ
ニ
ュ
ー
レ
若
し

く
は
留
置
カ
テ
ー
テ
ル
を
使
用
し
て
い
る
状
態 

ロ
～
ホ 

（
略
） 

六 

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
訪
問
看
護
費
の
注
５
の
厚

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
状
態 

イ 

診
療
報
酬
の
算
定
方
法
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
十
九
号

）
別
表
第
一
医
科
診
療
報
酬
点
数
表
（
以
下
「
医
科
診
療
報
酬
点
数
表
」

と
い
う
。
）
に
掲
げ
る
在
宅
悪
性
腫
瘍
等
患
者
指
導
管
理
若
し
く
は
在
宅

気
管
切
開
患
者
指
導
管
理
を
受
け
て
い
る
状
態
又
は
気
管
カ
ニ
ュ
ー
レ
若

し
く
は
留
置
カ
テ
ー
テ
ル
を
使
用
し
て
い
る
状
態 

 

ロ
～
ホ 

（
略
） 

七 

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
訪
問
看
護
費
の
注
13
の

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
区
分 

（
略
） 

七 

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
訪
問
看
護
費
の
注
11
の

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
区
分 

（
略
） 

八 

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
訪
問
看
護
費
の
注
15
の

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
状
態 

（
略
） 

八 

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
訪
問
看
護
費
の
注
12
の

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
状
態 

（
略
） 

八
の
二 

指
定
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
訪
問
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
費
の
イ
の
注
１
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る

も
の 次

の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者 

イ 

医
療
機
関
に
入
院
し
、
当
該
医
療
機
関
の
医
師
の
診
療
を
受
け
、
当
該

医
療
機
関
の
医
師
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
又
は
言
語
聴
覚
士
か
ら

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
提
供
を
受
け
た
利
用
者
で
あ
る
こ
と
。 

ロ 

当
該
利
用
者
が
入
院
し
て
い
た
医
療
機
関
か
ら
、
当
該
指
定
訪
問
リ
ハ

（
新
設
） 

623



  

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
に
対
し
、
当
該
利
用
者
に
関
す
る
情
報
の
提
供

が
行
わ
れ
て
い
る
利
用
者
で
あ
る
こ
と
。 

ハ 

指
定
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
提
供
を
受
け
て
い
る
日
前
の
一
月

以
内
に
、
イ
に
規
定
す
る
医
療
機
関
か
ら
退
院
し
た
利
用
者
で
あ
る
こ
と

。 

九 

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
費
の
ハ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
期
間 

（
略
） 

九 

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
費
の
ロ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
期
間 

（
略
） 

十 

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
居
宅
療
養
管
理
指
導
費
の

ハ
の
注
１
及
び
注
２
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者 

イ
・
ロ 

（
略
） 

ハ 

注
射
に
よ
る
麻
薬
の
投
与
を
受
け
て
い
る
者 

十 

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
居
宅
療
養
管
理
指
導
費
の

ハ
の
注
１
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者 

イ
・
ロ 

（
略
） 

（
新
設
） 

（
削
る
） 

十
の
二 

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
居
宅
療
養
管
理
指
導

費
の
ハ
の
注
２
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者 

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
居
宅
療
養
管
理
指
導
費
の

ハ
⑵
を
月
に
一
回
算
定
し
て
い
る
者 

十
一
～
十
七 

（
略
） 

十
一
～
十
七 

（
略
） 

十
八 

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン
費
の
注
20
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
状
態 

（
略
） 

十
八 

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン
費
の
注
18
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
状
態 

（
略
） 

十
九
～
七
十
五 

（
略
） 

十
九
～
七
十
五 

（
略
） 

七
十
六 

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
訪
問

看
護
費
の
注
５
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準 

（
略
） 

七
十
六 

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
訪
問

看
護
費
の
注
３
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準 

（
略
） 

七
十
七 

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
訪
問

看
護
費
の
注
６
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
状
態 

（
略
） 

七
十
七 

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
訪
問

看
護
費
の
注
４
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
状
態 

（
略
） 

七
十
八 

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
訪
問

看
護
費
の
注
12
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
区
分 

七
十
八 

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
訪
問

看
護
費
の
注
10
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
区
分 
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（
略
） 

（
略
） 

七
十
八
の
二 

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
の
イ
の
注
１
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基

準
に
適
合
す
る
も
の 

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者 

イ 
医
療
機
関
に
入
院
し
、
当
該
医
療
機
関
の
医
師
の
診
療
を
受
け
、
当
該

医
療
機
関
の
医
師
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
又
は
言
語
聴
覚
士
か
ら

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
提
供
を
受
け
た
利
用
者
で
あ
る
こ
と
。 

ロ 

当
該
利
用
者
が
入
院
し
て
い
た
医
療
機
関
か
ら
、
当
該
指
定
介
護
予
防

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
に
対
し
、
当
該
利
用
者
に
関
す
る
情

報
の
提
供
が
行
わ
れ
て
い
る
利
用
者
で
あ
る
こ
と
。 

ハ 

指
定
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
提
供
を
受
け
て
い
る
日

前
の
一
月
以
内
に
、
イ
に
規
定
す
る
医
療
機
関
か
ら
退
院
し
た
利
用
者
で

あ
る
こ
と
。 

七
十
八
の
二 

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
の
ロ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
期
間 

事
業
所
評
価
加
算
を
算
定
す
る
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
一
月

か
ら
十
二
月
ま
で
の
期
間 

七
十
八
の
三 

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
指
定
介
護

予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
の
イ
の
注
13
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定

め
る
要
件 

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。 

イ 

三
月
に
一
回
以
上
、
当
該
利
用
者
に
係
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
会
議

を
開
催
し
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
専
門
的
な
見
地
か
ら
利
用

者
の
状
況
等
に
関
す
る
情
報
を
構
成
員
と
共
有
し
、
当
該
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
会
議
の
内
容
を
記
録
す
る
と
と
も
に
、
当
該
利
用
者
の
状
態
の
変

化
に
応
じ
、
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
計
画
（
指
定
介
護
予

防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す

る
基
準
第
八
十
六
条
第
二
号
に
規
定
す
る
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
計
画
を
い
う
。
）
を
見
直
し
て
い
る
こ
と
。 

ロ 

当
該
利
用
者
ご
と
の
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
計
画
書
等

の
内
容
等
の
情
報
を
厚
生
労
働
省
に
提
出
し
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の

提
供
に
当
た
っ
て
、
当
該
情
報
そ
の
他
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
適
切
か

つ
有
効
な
実
施
の
た
め
に
必
要
な
情
報
を
活
用
し
て
い
る
こ
と
。 

（
新
設
） 
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七
十
九 

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
居
宅

療
養
管
理
指
導
費
の
ハ
の
注
１
及
び
注
２
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者 

（
略
） 

七
十
九 

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
居
宅

療
養
管
理
指
導
費
の
ハ
の
注
１
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者 

（
略
） 

（
削
る
） 

七
十
九
の
二 

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防

居
宅
療
養
管
理
指
導
費
の
ハ
の
注
２
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者 

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導
費
の
ハ
⑵
を
月
に
一
回
算
定
し
て
い
る
者 

八
十
・
八
十
一 
（
略
） 

八
十
・
八
十
一 

（
略
） 

八
十
二 

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
指
定
介
護
予

防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
の
イ
の
注
10
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
要
件 

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。 

イ 

三
月
に
一
回
以
上
、
当
該
利
用
者
に
係
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
会
議

を
開
催
し
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
専
門
的
な
見
地
か
ら
利
用

者
の
状
況
等
に
関
す
る
情
報
を
構
成
員
と
共
有
し
、
当
該
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
会
議
の
内
容
を
記
録
す
る
と
と
も
に
、
当
該
利
用
者
の
状
態
の
変

化
に
応
じ
、
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
計
画
（
指
定
介
護
予

防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す

る
基
準
第
百
二
十
五
条
第
二
号
に
規
定
す
る
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
計
画
を
い
う
。
）
を
見
直
し
て
い
る
こ
と
。 

ロ 

当
該
利
用
者
ご
と
の
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
計
画
書
等

の
内
容
等
の
情
報
を
厚
生
労
働
省
に
提
出
し
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の

提
供
に
当
た
っ
て
、
当
該
情
報
そ
の
他
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
適
切
か

つ
有
効
な
実
施
の
た
め
に
必
要
な
情
報
を
活
用
し
て
い
る
こ
と
。 

八
十
二 

削
除 

八
十
三 

削
除 

八
十
三 

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
通
所

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
の
チ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
期
間 

事
業
所
評
価
加
算
を
算
定
す
る
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
一
月

か
ら
十
二
月
ま
で
の
期
間
（
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数

表
の
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
の
ロ
若
し
く
は
ニ
の
注
に
掲

げ
る
基
準
又
は
ヘ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
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も
の
と
し
て
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
年
に
お
い
て
は
、
届
出
の
日
か
ら

同
年
十
二
月
ま
で
の
期
間
） 

八
十
三
の
二
～
九
十
一 

（
略
） 

八
十
三
の
二
～
九
十
一 

（
略
） 
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